
年　齢（歳） 保険料/月額（１口あたり）
 383円

 563円
 630円
 780円
 975円

 1,215円
 1,455円
 1,680円
 1,800円
 1,890円

満15  ～  19
　20  ～  24
　25  ～  29
　30  ～  34
　35  ～  39
　40  ～  44
　45  ～  49
　50  ～  54
　55  ～  59
　60  ～  69

 174円
 186円
 204円
 258円
 414円
 672円

 1,200円
 2,100円
 3,648円
 5,586円

年　齢（歳） 保険料/月額（１口あたり）

満15  ～  24
　25  ～  29
　30  ～  34
　35  ～  39
　40  ～  44
　45  ～  49
　50  ～  54
　55  ～  59
　60  ～  64
　65  ～  69

 102円
 132円
 186円
 288円
 504円
 840円

 1,410円
 2,226円
 3,420円
 4,752円

年　齢（歳） 保険料/月額（１口あたり）

満15  ～  24
　25  ～  29
　30  ～  34
　35  ～  39
　40  ～  44
　45  ～  49
　50  ～  54
　55  ～  59
　60  ～  64
　65  ～  69

もし病気やケガで働けなくなったら…。そんな不安を解消します。
★団体所得補償保険と団体長期障害所得補償保険の大きな特長

●補償内容

被保険者が加入している
公的医療保険制度

ご加入直前12か月における所得の
平均月間額に対する保険金額割合

国民健康保険（例：個人事業主）

健康保険（例：給与所得者）

共済組合（例：公務員）

85％以下

40％以下 

・所得補償保険：50％以下
　健康保険に優先して勤務先企業から給付がある場合は40％以下
・団体長期障害所得補償保険：40％以下

J-POWERグループ共済会のみなさまへ

１ 保険料の20％がもどります

病気、ケガについては、業務上、業務外、国内、国外を問いません。2 24時間どこでも安心

3 長期間の療養を補償

ご加入の際は、健康に関する簡単な告知書の記入だけで加入できます。
告知の内容によっては、ご加入いただけない場合や条件付でのご加入となります。4 医師による診査は不要、告知書でOK

保険料は自動的に給与天引、そのうえ団体割引（20％引）で加入できます。5 割安な保険料、便利な給与天引

（注）

平成23年度

　　　１か月　75,000円
加入口数１口につき就業不能（障害）期間中〔団体所得補償保険、団体長期障害所得補償保険 共通〕
　　　１か月　75,000円
1 団体所得補償保険

2 団体長期障害所得補償保険

保険期間１年、支払対象外期間７日
対象期間１年、団体割引20％

職種級別１級の場合
無事故戻しあり

・加入口数は「ご契約金額（加入口数）の決め方」をご覧ください。
・ご契約開始の際、加入者が1,000名未満になった場合には、保険料が変わることがありますの
で、あらかじめご了承願います。
・この保険にご加入いただける方は、満15歳以上満69歳以下で有職の方にかぎります。また、
被保険者（保険の対象となる方）のご職業・年齢により、保険料が異なります。

（注）

保険期間１年、支払対象外期間372日
対象期間３年、団体割引20％

業種級別１級の場合
無事故戻しあり

・加入口数は「ご契約金額（加入口数）の決め方」をご覧
ください。
・ご契約開始の際、加入者が1,000名未満になった場合
には、保険料が変わることがありますので、あらかじめご
了承願います。
・この保険にご加入いただける方は、15歳以上満69歳以
下で有職の方にかぎります。また、被保険者（保険の対象
となる方）のご職業・年齢により、保険料が異なります。
・保険料は保険始期日時点の満年齢によります。
・年齢は保険期間の初日現在の満年齢とします。
・ご契約更新時には更新後の保険始期日時点での満年
齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、
保険料が変更になります。
・本保険は生命保険料控除の対象になります。（平成23
年3月現在）

保険期間中に引受保険会社が保険金をお支払いすべき就業不能・就業障害が発生しなかっ
た場合は保険契約満了時に保険料の20％を「無事故戻し返れい金」としてお返しします。
（保険期間中の中途で脱退（解約）された場合には「無事故戻し返れい金」はお返しできません。）

労災や健康保険とは関係なく、また入院、自宅療養（医師の指示による）を問わず支払対
象外期間を除き保険金をお支払いします。支払対象外期間（団体所得補償保険７日、団体
長期障害所得補償保険３７２日）

●保険金額（加入口数）の決め方
　保険金額の決定にあたっては、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険
等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な保険金額をお決めください。また、他の保
険契約等（※）をご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時に
お申し出ください。
※ 「他の保険契約等」とは、所得補償保険、団体長期所得補償保険、積立所得補償保険、この保険契約の全部または一部に
対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております｡
したがいまして､取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては､引受保険会社と直接契約されたものになります｡
●このパンフレットは､概要を説明したものです｡詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください｡
●加入者証は大切に保管してください。また、２か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
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（SJ10-12754,  平成23年3月8日 作成）

〈A型〉 （年齢は平成２3年６月１日現在の満年齢）

〈男性〉 （年齢は平成23年6月1日現在の満年齢） 〈女性〉 （年齢は平成23年6月1日現在の満年齢）

団体所得補償保険
団体長期障害所得補償保険のご案内

・保険料は保険始期日時点の満年齢によります。
・年齢は保険期間の初日現在の満年齢とします。
・ご契約更新時には更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分
が変更になると、保険料が変更になります。
・本保険は生命保険料控除の対象になります。（平成23年3月現在）

取扱代理店

引受保険会社

● 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である㈳日本損害保険協会
　 と手続実施基本契約を締結しています。
● 損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、㈳日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
 　㈳日本損害保険協会そんぽADRセンター ‥‥‥ 

株式会社ＪＰエンタープライズ 保険部 
　　〒160-0022　東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル7F
　　ＴＥＬ：03-3352-8751
　　　　　 （内線 : 841-454～459、841-554～559）
　　フリーダイヤル：0120-911-540
　　ＦＡＸ：03-3352-8790

株式会社損害保険ジャパン　本店営業第四部第三課
　　〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1
　　TEL：03-3349-3104　　FAX：03-3349-3164
　　受付時間：平日の午前9時から午後5時まで

● 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
　 平日夜間、土日祝日の場合は、次の事故サポートデスクへご連絡ください。

0570ー022 808 ナビダイヤル　（受付時間：平日の午前9時15分から午後5時まで）

0120ー727ー110

詳しくは、㈳日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（http://www.sonpo.or.jp/）

受付時間 ◆平　日／午後5時～翌日午前9時まで
 ◆土日祝日（12月31日～1月3日を含みます。）／24時間
 　※上記受付時間外は、取扱代理店または損保ジャパン営業店までご連絡ください。

指定紛争解決機関

事故サポートデスク


